
□：施設使用許可申請書

 様

□：施設利用許可・不許可通知書

人

午 前 午 後 午前・午後 午後・夜間 （１） （２）
9～12時 13～17時 9～17時 13～21時 12～13時 17～18時

2,310円 2,860円 5,280円 6,600円 850円 710円

2,970円 3,740円 7,040円 8,360円 1,120円 930円

1,480円 1,840円 3,520円 4,220円 550円 460円

2,970円 2,860円 5,280円 6,600円 850円 710円

□:冷暖房使用料(330円)

□:プロジェクター(550円)

□:机追加(1日1台220円)

□ 窓口現金払い（支払予定日　　　／　　　） 

指定管理者　様
令和8年5月6日改正

【指定管理者】
一般社団法人 日向地区中小企業支援機構
　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　島原俊英

※太枠内のご記入 及び ☑ をお願い致します。 申 請 日 令和 　　　 年  　　　月  　　　日

日向市ひとものづくりセンターの使用について、次のとおり（　許可　・　不許可　）としましたので、通知します。

団体名
責任者氏名

利 用 申 請 者

団 体 名 利 用 目 的
例）社内研修、面接、会議 など

責 任 者 名

(担当者名) （ ）

代表℡番号

(携帯℡番号) （ ）

住 所
〒

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

E-mail ホームページ http://

利 用 人 数
来場者向け

案内板表示名

□:１日目 令和　   　年　　　　　月　　　　　日 （　　曜）　　　　　　時　　　　分　～　　　　　時　　　　分まで

施 設 利 用
基 本 料 金
(税込価格）

□:第１会議室

□:第２会議室

□:第３会議室

□:視聴覚室

□:多目的教室

□:扇風機（220円） □:ヘッドセット(110円)

使用許可を受けた時間を超過して使用する場合の当該超過した時間に係る使用料は、次の各号に掲
げる利用区分に応じ、当該各号に定めるところによる。この場合において、使用料に10円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
 (1) 正午から午後1時までの利用　午前の使用料の30パーセントに相当する額
 (2) 午後5時から午後6時までの利用　午後の使用料の25パーセントに相当する額

□：２日目 令和　   　年　　　　　月　　　　　日 （　　曜）　　　　　　時　　　　分　～　　　　　時　　　　分まで

□:総合実習棟

請 求 書 の 要 否 □:要（ 当日・先郵送・後郵送 ） □:不要

□:椅子追加(1日1脚55円) □:天井クレーン(4,400円)

そ の 他 利 用
加 算 料 金
（税込価格）

□:インターネット(330円) □:溶接機（550円）

□:マイク(330円)※視聴覚室のみ □:パソコン(550円)

□:43型モニター（330円） □:ストーブ(220円) □:ウェブカメラ(110円)

□:特殊電源(550円)

□:その他 （ 　　　　　　　　　　　　　 ）

支払方法 □:銀行振込（支払予定日　　　／　　　）

ＦＡＸにて申し込まれる方は、（０９８２）５４-７３５１まで送信してください。

遵守事項の同意
及び　確認事項

以下の3点についてご確認のうえ、該当箇所に ☑ （チェック）もしくは■（塗りつぶし）をご記入ください。
  １、 □　日向市条例 「日向市ひとものづくりセンター条例」 をご確認ください。
  ２、 □　窓口での現金支払いは、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
  ３、 □　3日以上施設をご利用の場合は、別紙「施設利用日時一覧」にご記入ください。
  ４、 □　使用料は、原則として使用する日までにお支払いください。ただし、使用後でなければ使用料の金額が
  ４、 □　確定しない場合は、使用した日の翌日から起算して5日以内にお支払いください。

利　用　日　時

許　可　承　認　年　月　日 決
済
欄

センター長 検　印 承 認 確 認 利用料金額

令和　　　年　　　月　　　日 承認　・　否認

請求・領収書宛名 □:利用申請者に同じ　　

3,130円

1,580円

2,470円

全日
9～21時

9,240円

11,880円

5,940円

9,240円

夜 間
18～21時

2,470円


